
昭
和
六
十
年
七
月
二
十
三
日
受
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

答

弁

第

四

〇

号 
   

衆
議
院
議
員
大
出
俊
君
提
出
大
韓
航
空
機
の
領
空
侵
犯
及
び
撃
墜
事
件
の
全
貌
を
解
明
す
る
こ
と
を
政
府
に
要 

求
し
た
国
会
決
議
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
〇
二
第
四
〇
号 

昭
和
六
十
年
七
月
二
十
三
日 

衆

議

院

議

長 
坂 

田 

道 

太 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
大
出
俊
君
提
出
大
韓
航
空
機
の
領
空
侵
犯
及
び
撃
墜
事
件
の
全
貌
を
解
明
す
る
こ
と 

を
政
府
に
要
求
し
た
国
会
決
議
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
三
に
つ
い
て 

政
府
は
、
事
件
発
生
後
直
ち
に
国
連
安
全
保
障
理
事
会
緊
急
特
別
会
合
の
開
催
を
求
め
、
真
相
究
明
を
訴
え

る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
種
々
の
機
会
に
、
ソ
連
に
対
し
て
事
件
の
真
相
究
明
を
求
め
て
き
て
い
る
。 

ま
た
、
政
府
は
、
昭
和
五
十
八
年
九
月
の
衆
・
参
両
院
に
お
け
る
決
議
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
事
件
の
真
相
究

明
に
つ
い
て
は
、
事
件
の
性
質
上
中
立
的
な
国
際
機
関
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し

で
き
る
限
り
の
協
力
を
す
る
と
の
立
場
か
ら
、
国
際
民
間
航
空
機
関
（
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
）
の
場
で
、
真
相
究
明
の
た
め

あ
ら
ゆ
る
努
力
を
し
て
き
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
次
の
と
お
り
対
処
し
て
き
て
い
る
。 

(一 ) 

昭
和
五
十
八
年
九
月
に
開
催
さ
れ
た
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
理
事
会
特
別
会
合
に
お
い
て
、
我
が
国
は
、
事
件
の
真
相 



二
に
つ
い
て 

(三 ) 

政
府
は
、
そ
の
後
も
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
理
事
会
に
お
い
て
、
真
相
究
明
の
た
め
の
努
力
が
継
続
さ
れ
る
よ
う
、
ま

た
、
ソ
連
が
事
件
に
関
す
る
十
分
な
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
求
め
て
き
て
い
る
。 

(二 ) 

こ
の
決
議
に
基
づ
き
昭
和
五
十
八
年
十
月
来
日
し
た
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
調
査
団
に
対
し
、
我
が
国
は
、
資
料
提
供

等
積
極
的
に
協
力
し
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
事
務
局
長
か
ら
同
年
十
二
月
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
理
事
会
に
対
し
事
件
に
関
す
る
調

査
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
。 

ま
た
、
政
府
は
、
事
件
の
真
相
究
明
の
た
め
の
調
査
・
研
究
を
民
間
の
航
空
技
術
専
門
家
に
委
嘱
し
た
こ
と

は
な
い
。 

な
お
、
政
府
は
、
右
に
述
べ
た
対
処
振
り
に
つ
い
て
、
随
時
、
国
会
等
の
場
で
説
明
し
て
き
て
い
る
。 

究
明
を
強
く
訴
え
、
事
件
の
事
実
調
査
を
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
事
務
局
長
に
指
示
す
る
決
議
の
採
択
の
た
め
努
力
し

た
。 

四 

 



四
及
び
五
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

自
衛
隊
の
レ
ー
ダ
ー
記
録
上
、
大
韓
航
空
機
の
も
の
と
思
わ
れ
る
航
跡
が
捕
捉
さ
れ
た
の
は
、
午
前
三
時
十

二
分
で
あ
る
。
同
記
録
上
、
午
前
三
時
十
二
分
に
お
け
る
大
韓
航
空
機
の
位
置
は
、
北
緯
四
十
七
度
四
十
分
、

東
経
百
四
十
三
度
四
十
五
分
で
あ
り
、
稚
内
、
網
走
及
び
根
室
の
各
レ
ー
ダ
ー
サ
イ
ト
か
ら
同
位
置
ま
で
の
平

面
的
直
線
距
離
は
、
そ
れ
ぞ
れ
約
三
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
約
四
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
及
び
約
五
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

で
あ
る
。 

本
件
に
関
す
る
レ
ー
ダ
ー
記
録
は
、
三
沢
の
防
空
管
制
指
令
所
で
総
合
処
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
各
レ
ー

ダ
ー
サ
イ
ト
ご
と
の
探
知
状
況
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。 

ま
た
、
同
記
録
上
、
大
韓
航
空
機
の
も
の
と
思
わ
れ
る
航
跡
が
消
滅
し
た
の
は
、
午
前
三
時
二
十
九
分
で
あ 

御
指
摘
の
よ
う
な
経
費
に
つ
い
て
積
算
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

五 

 



八
及
び
九
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

る
。
同
記
録
上
、
午
前
三
時
二
十
九
分
に
お
け
る
大
韓
航
空
機
の
位
置
は
、
北
緯
四
十
六
度
三
十
分
、
東
経
百

四
十
一
度
十
五
分
で
あ
り
、
稚
内
、
網
走
及
び
根
室
の
各
レ
ー
ダ
ー
サ
イ
ト
か
ら
同
位
置
ま
で
の
平
面
的
直
線

距
離
は
、
そ
れ
ぞ
れ
約
百
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
約
三
百
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
及
び
約
四
百
九
十
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
で
あ
る
。 

大
韓
航
空
機
の
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
ー
の
応
答
波
一
三
〇
〇
は
、
自
衛
隊
の
レ
ー
ダ
ー
が
同
機
の
航
跡
を
捕
捉

し
た
際
に
付
随
し
て
受
信
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
応
答
波
を
受
信
し
て
い
た
時
刻
等
は
、
記
録
上
明
ら
か
で

は
な
い
。 

自
衛
隊
の
各
レ
ー
ダ
ー
サ
イ
ト
で
具
体
的
に
い
か
な
る
レ
ー
ダ
ー
が
装
備
・
運
用
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て

は
、
事
柄
の
性
質
上
公
表
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。 

六 

 



十
一
、
十
二
、
三
十
四
及
び
三
十
五
に
つ
い
て 

十
に
つ
い
て 

な
お
、
事
件
の
重
大
性
に
か
ん
が
み
、
自
衛
隊
の
レ
ー
ダ
ー
記
録
の
公
表
に
つ
い
て
は
で
き
る
限
り
の
配
慮

を
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
更
に
記
録
の
細
部
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
は
、
レ
ー
ダ
ー
の
性
能
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
な
り
、
我
が
国
の
防
衛
上
支
障
を
生
じ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
差
し
控
え
た
い
。 

防
衛
庁
は
業
務
の
遂
行
に
伴
つ
て
得
ら
れ
た
レ
ー
ダ
ー
記
録
と
「
昭
和
五
十
八
年
九
月
一
日
大
韓
航
空
機
を

要
撃
し
た
ソ
連
機
の
交
信
記
録
」
（
以
下
「
ソ
連
機
の
交
信
記
録
」
と
い
う
。
）
を
公
表
し
た
が
、
そ
の
後
、
ソ
連
が

大
韓
航
空
機
の
撃
墜
の
事
実
を
認
め
る
に
至
り
、
政
府
と
し
て
は
自
衛
隊
の
活
動
が
事
件
の
真
相
究
明
の
た
め

に
大
い
に
貢
献
し
た
と
考
え
て
い
る
。 

レ
ー
ダ
ー
の
設
置
地
点
の
海
抜
は
、
レ
ー
ダ
ー
の
探
知
距
離
に
関
係
す
る
事
柄
で
あ
る
の
で
、
公
表
す
る
こ

と
は
差
し
控
え
た
い
。 

七 

 



十
三
か
ら
十
八
ま
で
に
つ
い
て 

  

(二 ) 

御
指
摘
の
昭
和
五
十
八
年
九
月
一
日
現
在
の
在
職
者
名
等
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
自
衛
隊
に
お
け
る 

(一 ) 

御
指
摘
の
昭
和
四
十
三
年
七
月
一
日
現
在
の
在
職
者
名
等
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

八 

     当
日
の
具
体
的
な
部
隊
運
用
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
公
表
を
差
し
控
え
た
い
。 

 



十
九
及
び
二
十
に
つ
い
て 

  
(三 )

な
お
、
情
報
業
務
に
従
事
す
る
者
の
氏
名
等
に
つ
い
て
は
、
事
柄
の
性
質
上
公
表
す
る
こ
と
は
差
し
控
え

た
い
。 

      

九 

 



二
十
三
及
び
二
十
四
に
つ
い
て 

二
十
二
に
つ
い
て 

二
十
一
に
つ
い
て 

陸
上
幕
僚
監
部
第
二
部
別
室
と
し
て
発
足
し
た
昭
和
三
十
三
年
度
か
ら
昭
和
五
十
七
年
度
ま
で
の
陸
上
幕
僚

監
部
調
査
部
調
査
第
二
課
調
査
別
室
の
整
備
費
総
額
は
、
約
百
六
十
億
円
で
あ
る
。 

「
象
の
お
り
」
と
通
称
さ
れ
て
い
る
ア
ン
テ
ナ
部
一
式
は
、
東
千
歳
通
信
所
に
お
い
て
は
約
十
六
億
円
で
、
美

保
通
信
所
に
お
い
て
は
約
十
三
億
円
で
そ
れ
ぞ
れ
整
備
さ
れ
た
。 

昭
和
五
十
八
年
九
月
一
日
現
在
、
陸
上
幕
僚
監
部
調
査
部
調
査
第
二
課
調
査
別
室
に
所
属
す
る
通
信
施
設

は
、
北
海
道
稚
内
市
、
根
室
市
、
千
歳
市
、
新
潟
県
新
発
田
市
、
埼
玉
県
入
間
郡
大
井
町
、
鳥
取
県
境
港
市
、

福
岡
県
朝
倉
郡
夜
須
町
及
び
鹿
児
島
県
大
島
郡
喜
界
町
に
各
々
所
在
し
て
い
た
。 

各
通
信
所
ご
と
の
整
備
費
に
つ
い
て
積
算
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

一
〇 

 



二
十
八
か
ら
三
十
ま
で
に
つ
い
て 

二
十
六
及
び
二
十
七
に
つ
い
て 

二
十
五
に
つ
い
て 

上
品
山
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
及
び
横
津
岳
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
は
、
い
ず
れ
も
、
株
式
会
社
東
芝
に
よ

り
製
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
昭
和
五
十
一
年
三
月
及
び
昭
和
五
十
二
年
十
二
月
に
運
用
を
開
始

し
て
い
る
。 

ソ
連
機
の
交
信
記
録
中
、
午
前
三
時
九
分
に
「
目
標
は
方
向
を
変
え
た
。
」
と
い
う
交
信
が
あ
る
こ
と
は
承
知

し
て
い
る
が
、
午
前
三
時
十
二
分
以
前
の
大
韓
航
空
機
の
航
跡
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。 

大
韓
航
空
機
が
人
為
的
操
作
に
よ
り
下
降
し
た
か
否
か
及
び
同
機
が
虚
偽
の
報
告
を
行
つ
て
い
た
か
否
か
に 

両
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
の
覆
域
は
、
い
ず
れ
も
、
最
大
約
三
百
七
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。 

昭
和
五
十
八
年
九
月
一
日
現
在
、
航
空
自
衛
隊
に
は
通
信
傍
受
施
設
は
存
在
し
な
か
つ
た
。 

一
一 

 



 

一
二 

つ
い
て
は
、
機
体
が
回
収
さ
れ
ず
、
ま
た
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
が
死
亡
し
て
い
る
等
の
た
め
、
断
定
で
き
な
い
。 

三
十
一
か
ら
三
十
三
ま
で
に
つ
い
て 

大
韓
航
空
〇
〇
七
便
か
ら
の
東
京
国
際
対
空
通
信
局
へ
の
通
信
に
つ
い
て
は
、
各
英
単
語
ご
と
の
具
体
的
な

周
波
数
は
把
握
し
て
い
な
い
。 

大
韓
航
空
〇
〇
七
便
と
東
京
国
際
対
空
通
信
局
と
の
間
の
交
信
及
び
大
韓
航
空
〇
一
五
便
と
東
京
国
際
対
空

通
信
局
と
の
間
の
交
信
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
、
航
空
機
側
の
通
話
者
が
常
に
同
一
人
物
で
あ
つ
た
か
否
か

判
別
し
得
て
い
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




